
1．背景

水中運動は競泳的発想に基づき水平移動のみの運動
としてしか展開されていないことが多く，諸外国でも
その例に漏れない（松井，2011）。現在の水泳指導の
内容は小学校学習指導要領（2017）にもみられるよう
に，バタ足から始まり25mクロール完泳という図式
は1968年以来ほとんど同じである。安全確保につな
がる運動では，背浮きや浮き沈みをしながら続けて長
く浮くことの記述のみである。従前より「単にプール
に於いてだけでなく流れや波のある自然の水の中でも
安全に泳げるだけの力を養成することをねらいとする
水泳指導」は競泳指導と区別される必要がある（梅田，
1973；木庭，1976）。しかし，技術指導の系統が優先
するのではなく，子どもや初心者の実態とその対応か
ら呼吸法の重要性に鑑み，「ドル平泳法」から導入す
る指導法が提案されていた（学校体育同志会，1972）。
宮畑（1988）は，50年に亘る初心者指導の経験，調
査測定結果から，下向き姿勢の泳ぎ（クロール，平泳
ぎ）および上向き姿勢の背泳ぎを並行して行わせる方
式を提言・実践している。また，実際の小学校水泳指

導現場において，鈴木（1985）は，伏し浮きと背浮き
および息つぎの習得後，面かぶりクロール・初歩の背
泳ぎ・平泳ぎの同時進行を経て，息継ぎクロールへと
結びつける方法を確立している。さらに，水難から身
を守るため，着衣で浮き続ける技能も指導内容に組み
込み，水中安全（Water Safety）の啓蒙を行っている。
文部省（1993）は，「水泳指導の手引き」に着衣での
水泳指導の取り扱いを採用しているが，小学校学習指
導要領には組み込まれていない。着衣泳を授業の内容
に組み込み，Open Water（自然の中の水環境）での
対処，行動方法が試行されている（鈴木，1985；佐野，
1992；荒木ほか，1995；藤本；1998）が，着衣泳の実
態は単純化されたスローガンのもとに学習活動それ自
体が目的化し，着衣泳を着衣状態による泳法と捉え実
践している現状が多いと指摘されている（稲垣，
2015）。一方，ラヌー式浮標（ラヌー，1969）を基に，
浮き沈みを繰り返して5分以上呼吸を続けること（浮
沈力）ができれば，200m以上泳げるようになるとの
報告もある（鈴木，2015）。各種泳法の学習への導入
時には，水中での姿勢（伏し浮き・仰向け・垂直など）
と，浮き沈み（初歩的な呼吸法を含む）の理解と実践
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を経由しておく必要がある（合屋，2002，2010）。こ
れは水中安全文化（Moran, 2009）の視点から自分の
命は自分で守る術を教育し，身につけさせるべき実用
性の高い技術要素を含んでいるからである。Stallman 
et al（2008）も溺れる原因を究明することは指導カリ
キュラムの系統性を決定すると言及している。佐野

（1977）は「水泳観や水泳指導の目的の違いを理論的
に整理し，水泳運動におけるどのような技術単位を，
どのような指導順序で教えていったらよいのか，技術
指導の系統性の確立」を求めている。

ただ単に泳ぐ技術の習得だけを目指すのではなく，
水中での前後，左右，上下の運動方向への対応が命を
守るリスクマネージメントに繋がることへの考慮や，
獲得した技能が次のステップに生かされる系統的な展
開となっているかが学習者に興味を持たせ，段階的な
取り組みになると思われる。我々の生活の中に生きる
着衣泳が水泳指導の手引き（文科省，2014）に言及，
採用されているが，独立した内容の扱いであり単元全
体とのリンクではない。つまり，1998年の学習指導
要領およびスポーツ基本法（2011年）のコンセプト
である生活の中の体育・スポーツ文化の原点に見合っ
た実施内容を提供すべきである。水泳水中安全文化と
は，水難事故や溺れることを未然に防ぐ信念，態度，
価値観および行動を全ての人々と共有するという教育
でもある（Moran, 2009）。このように泳法技術の指導
だけでなく，初歩的段階から広く自然を含めた水環境
のリスクマネージメント技術単元を積み重ねた実践指
導内容が，広く個人や団体に継続的に慣行され，我々
の生活や地域に定着することが今後の水泳教育には重
要であると思われる。

本論では生活の中の水泳水中運動の本来的な目的を

再考し，水泳指導の系統的な組み立ての構築，すなわ
ち水泳技能の習得がそれぞれ独立した水泳技術ではな
く，習得前後の技術がお互いに関連しあって構成され
ているかどうかの系統性と，それと連動させた水中で
の自己保全能力を身につける必要性・有用性について
学際的に論考することにした。

2．方法

水泳指導，特に初心者指導および技能習得に関わっ
てその論拠となる実践的資料及び研究資料などから，
その系統性の成り立ちや今後の課題，展開，方向性を
探り考察する。

具体的には1）文部科学省（旧文部省を含む）の小
学校学習指導要領および指導書にみられる指導内容と
その変遷の概要を調査・分析する。2）系統性に関わ
る論文・著書として指導内容が具体的に記載され，一
連の流れ（一定の技術目標・到達目標）が銘記されて
いる先行研究を考察する。3）諸外国の研究論文，水
泳指導カリキュラム資料（報告書，インタビュー記録，
インターネット動画など），実地調査および啓蒙書等
にみられる指導の組み立ての背景となった記述内容を
分析，考察する。

3．どのような基礎基本の技術単位を教えるのか？

表1に1968，1977，1989，1998，2007および2016年
の学習指導要領（小学校水泳の内容）をまとめて示し
た。小学校に焦点を当てたのは基礎基本の内容をベー
スとして中学，高校まで展開され，指導する技術内容
の系統性を表していると考えられるからである。文部
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表 1．学習指導要領の変遷（小学校水泳の内容）
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省（1960）の学習指導要領（指導書指導要領小学校編）
によれば，水泳指導の流れは「水慣れ→面かぶり→バ
タ足→犬かき→クロールであった。この時の「呼吸」
の扱いは3年生となっていた。しかし，1968年の指導
要領では1年生の扱いへと変更された。これは，水泳
の呼吸の重要性に焦点が置かれた妥当な判断と思われ
る（表1）。

これと同じくして学校体育同志会（1972）でも「初
心者指導の中心は呼吸法にある」との結論を導いてい
る。同時期，江橋（1969）によってフレッド・ラヌー
の「溺れないための水泳技術」が紹介され，内外を問
わず水泳の技能習得に「呼吸法」は非常に重要な位置
を占めていたことが伺える。しかし，諸外国との決定
的な違いは，我が国では水平姿勢と仰向け姿勢での呼
吸法であり，諸外国の垂直方向での呼吸法の発想に
至っていない。この背景には，1950年代に起きた我
が国の水難事故を契機に，国策としてのプール建設が
始まり，東京オリンピック開催による体育・スポーツ
実施への関心・興味の高まりに伴う水泳教材の必修化
が密接に結びついている（土居・下永田，2009）。文
部省は小学校用プールの水深を0.8m ～ 1.1mとするこ
とを推奨し，小中学校プールでは公認にならって最浅
水深を1.0m以上にとることがあるが，これでは深す
ぎて事故の原因ともなるので，最浅水深を0.8mとす
るように定めた（文部省，1966）。中学校用プールの
水深はほぼこれに準拠して0.8m ～ 1.4mで建設されて
いるのが現状である。

プールの設置率（Matsui et al., 2012）が高くなる
に従って，それまで実施してきた臨海での水泳指導が
衰退して行き，自然水域での水泳指導（波，流れや深
い水深など）をする機会が減少していった。1953年
の文科省小学校学習指導要領には，（D）ふみ足泳法（立
ち泳ぎ）が組み込まれていたが，1958年の指導要領
には掲載されていないことから垂直方向の泳ぎ方が消
滅している。つまり，現在の水泳水中環境では意図的，
計画的に足の届かない水深を想定したサバイバルテク
ニックの指導が実施不可能となっている。しかし，浅
い水深でも疑似体験として創意工夫すれば展開可能で
あり（鈴木，2015），今後の指導内容に再度取り入れ
ることが重要である（合屋，2011；松井，2015）。

4．泳げるとは？

4.1　泳げること＝溺れないこと
ほんとうに泳げるとは？をどのような基準で判断し

ているのであろうか？いまだかつて，どの泳法種目か
ら教えるべきかの方法論にとどまっているのではない
だろうか（Stallman et al., 2008）。高橋（1970）は，「泳
げるとは時間や距離の制限なしに泳ぎ続けられるこ
と」と定義している。しかし，客観的には時間や距離

や泳法など条件を付けて「泳げる」と規定する必要が
あるとも指摘している。このような観点から鑑みると，
泳げることと水泳指導の内容は密接に関連し，その規
定の仕方によって最終的に「泳げる」ようになる目標
が限定される。従って，考慮すべき観点は以下のよう
な点である（合屋，2014a）。

1）水泳指導の本質的課題は何か？
2）教育現場で教えるべきことは何か？
3）競技の指導と学校での指導の混同と区別
4）水中運動は3次元方向である
5） Water Front（プール以外の水辺の環境）を含

む水泳・水中運動の考え方
6） Water Frontに対応する溺れないための水泳・

水中運動の知識，行動規範，技能の実際
などである。

このような内容（技術単位）をどのように順序立て，
組み立てて指導するかによって指導方法や手順が変わ
る。本来的には生活の中の水泳とは何か？がある一定
の方向に導かれ，水泳をスポーツ文化として理解，実
践することが肝要であろう（佐野，1992）。

以上のことは「泳げること＝溺れないこと」として
捉えてみると泳ぎを教える場合，単にプールだけでは
なく，河川，湖沼，海などを含めた自然環境を想定す
る必要性を考慮した「泳ぎ方」，すなわち，浮き方，
独自の泳ぎ方，移動方法を最優先課題として取り扱う
べ き で あ る（ 合 屋，2002；Stallman, 2008；Moran, 
2012；松井，2015）。このような考え方の背景は水難
事故統計資料の実態から計り知ることができる。因み
に，警察庁（2020a，2020b）によれば、日本での水
難死者・行方不明者数は262人であり，場所別では海
が114人（43.5%），河川が112人（42.7%），湖沼池が
11人（4.2%），プールが2人（0.8%），用水路が20人

（7.6%）であった。行為別では，水泳が28人（10.7%），
水遊びが52人（19.8%），魚とり・釣りが73人（27.9%），
作業中が13人（5.0%），通行中が10人（3.8%）となっ
ている。以上のことから，プールでの溺死は皆無（0.8%）
に 近 く， 海・ 河 川・ 湖 沼 池・ 用 水 路 な ど のOpen 
Waterでの水難事故死がほとんど（98.0%）という特
徴が見受けられる。また，WHOのMortality Database

（WHO, 2014）によると，わが国の溺死率はOECD（経
済協力開発機構）加盟30 ヶ国中，最悪であると報告
されている。

このような状況に対して，諸外国ではOpen Water
での水難事故の現状（McCool et al. 2008），溺者の年
代別特徴（Quan and Cummings. 2003），行動様式お
よびリスク認識調査（McCool et al., 2009），行動規範
とリスク認識の一致度（Moran, 2006），青少年の水泳
能力とリスク認識（Moran, 2008），実際の水泳能力と
自己評価による水泳能力の認識の差などの報告

（Moran. 2010）がなされている。その中で日本（合屋，
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2011）とニュージーランドおよびノルウェー（Moran, 
2012）の大学生を対象に，実際の水泳能力と自己評価
による水泳能力の男女差を元に比較検討した結果は次
の通りであった。1）実際の水泳能力と自己評価によ
る水泳能力には男女差はなく，2） 質問紙法による水
泳能力の認識は，男子のほうが女子に比べ過大評価す
る傾向にあり，3） 水難リスクの認識度は男子の方が
有意に低いことがわかった。以上のようなリスクが発
生しやすいOpen Waterでの水辺活動に対する未然防
止策の法令や教育が講じられているはずであるが，そ
の指導プログラム，システムなどの介入効果や，水難
リスクの認識が実際どの程度社会に浸透しているかは
明らかではない（Moran. 2009，稲垣，2013）。Open 
Waterにおける水泳教育実践プログラム・カリキュラ
ムおよび水中安全文化の構築が，今後の学校教育や地
域で展開されることが望まれる。

4.2　諸外国の水泳指導とWater Safetyとの関係性
2003年，小学校学習指導要領総則では「日常生活

や生涯を通して健康，安全に活力ある生活を送るため
の基礎ができるようになること」を目指している。こ
れらに対応した水泳とはどのように捉えればよいのか
諸外国の水難防止施策の実施状況から考察する。
4.2.1　ノルウェーの場合

Stallman et al（2008）は，溺れる原因を探ること
によって我々は子ども達に何をどのように教えるべき
かの示唆を得ることができると指摘している。

「水泳の学習は屋内で行われるが，溺れるのは屋外で
ある。泳ぐフォームをよくすることと，サバイバルテ
クニックの違いを明確にする必要がある。今日，水泳
は正しいフォームで泳ぐことがメインとなっている。
本来は，泳げることよりも溺れない垂直方向への対応
が大切である。」
従って，水中安全の3原則：Water Safety Literacy（技
術，知識，行動規範）から8つの基本技術を抽出し20
段階のステップをAquatic Readinessとして規定して
いる。具体的には；
1） 深い水深へのエントリー（立ち飛び込み，逆飛び

込み）
2）入水後，浮上し，水面に横たわり，泳ぎ出す。
3） 水面から潜り込み，ゆったりとした潜水泳ぎをする。
4） 少なくとも2つの泳法で泳げる。1つはうつ伏せ浮

きで，もう1つは仰向け泳ぎで。
5）泳ぎ方を合わせた楽な呼吸ができる。
6） 水中で姿勢を変えることができる（仰向けからう

つ伏せへの回転およびその逆も）
7） 進行方向の変更（右ターン，左ターン，それぞれ

をうつ伏せと仰向けで）
8）浮いて待つ（最低限の動きで水面休止）
となっており，より直接的で生活に密着した取り組み

であることがわかる。Water Safety Culture，すなわ
ち水泳水中安全文化（Moran. 2009）の構築と介入効
果を図っていることがわかる。
4.2.2　英国の場合

Royal Life Saving Society UK（イギリス王立水難
救助協会）（online）は1981年，Open Waterでの水
難救助を主とした活動から始まり，その普及，指導者
養成，水難事故防止対策，水中安全教育など幅広い社
会的慈善団体として今日に至っている。この考え方は
現在，Water Safety Education, School, Leisure, Parent 
& Guardianの部門に分けて子どもや大人の水泳水中
安全指導，教育，実践をWater Safety Advice （online）
として行っている。

さらに，英国連邦のみならず，オーストラリア，
ニュージーランド，カナダなど英国と関係の深い諸国
にも，その考え方や活動が伝播，定着している。
4.2.3　オーストラリアの場合

代表的な水難事故防止及び自己保全のためのノウハウ
を系統的にまとめた内容が” Swimming & Life Saving”

（McElroy, G 1985）である。現在ではAustralian Royal 
Life Saving Council（online）の基に，Royal Life Saving 
Society-Australia（online）が組織化され，水難救助
や溺水撲滅活動を全国レベルで実施している（2016 ～
2020年水中安全方策）。

例えば，オーストラリアの初心者指導プログラムの
一例は以下の4段階のレベルに分類されている。
レベル1　 Water Discovery（発見する，例）物につ

かまらせての救助
レベル2　 Water Awareness（気づく，例）垂直姿勢

でスカーリング
レベル3　 Water Sense（感ずる）例，その場で浮い

ていられること
レベル4　 Water Wise（知る）例，着衣泳（Tシャツ

と半スボン）
4.2.4　ニュージーランドの場合
1）WAI とオークランドの水泳教育

このコンセプトはニュージーランド（以下，NZ）
のWAI（Watersafe Auckland Inc.）が携わってWater 
Safe Teacher’s GuideやIAP（Integrated Aquatic 
Progamme）を実行している。これは，0 ～ 8歳まで
の子供を対象とした体系的な水泳学習モデルである
が，理論と実技をいつ，どのような学習内容で教える
べきかを段階的に示した冊子となっている。因みに，
NZの学習指導要領（NZ Curriculum 2007）には，実
際の水泳の内容は，わずか2行足らずの文章（It is 
expected that all students will have had opportunities 
to learn basic aquatic skills by the end of year 6）で
しか記述されていない。そこで，WaterSafeが音頭を
取って，具体的展開内容と合わせて水泳・水中安全教
育とその文化を築こうと，Moran, K氏を中心にNPO
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組織を作って活動している図式が見えてくる。その資
料がWater Safe Teacher’s Guideである（Watersafe 
Auckland Inc ）（online）。
2）Marine Rescue Centerと中央コントロールシステム

2009年，サバティカル期間中にオークランド港に
あるMarine Rescue Centerを訪問，インタビューし
た。ここでは，（1） Surf Life Saving，（2） Coast Guard，

（3） Harbour Master，（4） Police/Helicopter Rescue
が一カ所に集中され，センターの中央管理棟には人的
配置，監視システム，無線オンライン（1 ～ 4のすべて）
による，中央コントロールシステムを稼働させる体制
が整っている。特に，夏のシーズンでは事故，遭難状
況の情報を一手に集め，最も適した救助，救済方法を
中央コントロールシステムで制御し，実働できるよう
にしている。また，大学医学部の病院にはヘリポート
があり，センターからわずか数秒で到着できる。海の
潮汐表，アメダス，北島北部の各ビーチや港湾連絡先
のモニター表示，出動体制管理システム（24時間体制：
警察，ヘリ，サーフライフセービング要員）などお互
いの役割をタテ，ヨコの連繋を取りながら運営されて
いた。縦割り行政がまだ残る我が国もこれを大いに参
考にすべきであると強く感じた（合屋ほか，2010）。
4.2.5　オランダの場合

オランダは着衣泳発祥の地として近年脚光を浴び，
我が国でも教育現場で普及しつつある（合屋，1975；
藤本，1998；齋藤，2001；野沢，2010）。松井（1996）
による報告では，オランダは環境として国内は運河が
縦横に走っており，生活は水辺に接して行われている。
学校水泳の目的は ；
（1）水中での運動機能の発達
（2）サバイバルテクニックの習得
（3）スポーツ及びレクリエーション

である。
（1）および（3）は日本と共通する内容であるが，（2）

については非常に特徴的であり，学習内容はおおよそ
次の通り。水慣れ，水中ゲーム，姿勢の転換，平泳き，
背泳ぎ（エレメンタリ一を含む），立泳ぎ（カエル足
を使用），水中へのジャンピンク，潜水，逆飛込みな
どである。特徴的なのはクロールがなく，サバイバル
に適した呼吸の確保が確実で立体的，実践的な動きを
要求している。従って，小学校卒業までに到達すべき
基準は以下の通りとなっている。
（1） 平泳ぎ：25mを3往復（着衣; 軽装→水の事故

は夏に多い）。
（2）平泳き：25mを1往復（着衣; 長袖，長ズボン）

このように，生活環境が水辺に接しているわが国とよ
く似ているが，「溺れない」ためのサバイバル技術の
実用的な指導カリキュラムによって，重大な水難事故
の防止に努めていることがわかる。

松井（2011）によれば，オランダの学校にはプール

がないため，どこの町にも公営の室内プールがある。
幼児・初心者用から競技，一般用プールと時間帯をフ
ルに活用し，多目的（高齢者，各種教室，小・中学校
の授業，クラブチームの練習，一般開放まで）な活動
をカバーしているという。

人が豊かな水環境の中で安全に行動し，その水環境
を活用して生きていくためには，水辺・水中・水上に
おいて水や自身，周囲の環境の状態を理解・分析し，
そこでの活動を安全かつ適切に実施できる能力（Water 
Safety Literacy）を身につける必要があると提言して
いる（松井，2015）。また，Water Safetyの授業は指
導者が児童・生徒の泳能力（水慣れの度合いや呼吸法，
基礎的な水中動作，浮標能力など）の実態を正確に把
握し，その学習段階に応じて意図的に計画されるべき
である（松井，2014）。昨今，小学校の水泳の授業が
教員の業務負担減や専門性の観点などから，民間のス
イミングスクールに業務委託化の方向に向かっている
が，教育事業内容として子どもと教員間のコミュニ
ケーションや心身の発育発達を段階的，総合的，俯瞰
的に実施する学校教育とは質的な保証に大きな差があ
ると思われる。
4.2.6　米国の場合

非常に画期的な実践研究が1960年代に大学の授業
で行われていた。Lanoue，F.（江橋訳）“Drownproofing, 
A New Technique for Water Safety” の「おぼれない
ための新しい水泳の技術」である。Open Waterにお
いて，「自分の命は自分で守る」実用的な一種の浮標
および移動技術である。初心者の大学生を対象とし，
手足を使わないで8時間浮き続ける課題を与えた結
果，57名中16名（30%弱）が達成できたと報告され
ている。垂直方向の浮き沈みを利用したピッチングと
呼吸法を開発し，年齢，性別，どんな場合及び条件で
も生き延びることができる浮標（Floating）であり，
Aquatic Readiness（Stallman, 2008）の考え方に共通
する内容と思われる。なお，途中でリタイアーした学
生の理由は，「予定がある，寒さ，飽きる」などが
45%であったことから，だれもがかなりの確度で遂行
できるSurvival Technicと考えられる。現在までに，
全米の多くの大学の授業で取り入れられ，溺死事故防
止に貢献していることや，US NAVY特殊部隊の
SEALsのスクリーニングテスト（online）として採用
されている。また，子どものためのDrown Proofing（着
衣泳を含む）の方策（online）や，手足を使わないで
その場でのDrown Proofingの練習（online），赤ん坊
を対象としたDrown Proofing （online），赤ん坊が実
際に起こりうる水難事故を想定し，自分自身で身を守
るDrown Proofingの方法とその手順を示したトレー
ニングが動画Internetに用意されている。

同様に，シアトル子ども病院では，全ての年齢の人
たちの水中安全と水難防止対策の啓蒙と実践を行って
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いる（Seattle Children’s Hospital, online）。また，水
難事故防止ガイドラインを18 ヶ国，それぞれの言語
に翻訳してホームページに掲載するなど全世界的な普
及を目指している（online. pdf）。日本語訳には筆者
を中心に水泳水中運動学会，愛知教育大学，鳴門教育
大学，国際武道大学，千葉大学などが関わり，シアト
ル子ども病院のサイトにアップロードされている。そ
の内容の概略は，プール内だけを想定した水泳から脱
却し，Open Water すなわち海,河川,湖など自然の中
の水に対してのリスクマネージメントを含めた視点

（Water Safety Literacy）を採り入れていく必要性を
説いている。特に，一般向けにわかりやすく，なおか
つ，我々の水環境のリスクがプールだけでなく，広く
自然にまで及んでいる視点に注目する大切さを記述し
た後段の一部を以下に原文を引用した。
「水泳学習では、単に体育・スポーツの一種目とし

てだけでなく，全ての子どもが備えるべき基礎的能力
の習得，すなわち溺れないためのさまざまな泳力と安
全を高めるための知的理解を含めた総合的な水泳・水
中安全能力の獲得が大切です。そのためには、個人，
家族、集団，地域，国，それぞれの立場からのアプロー
チが必要です。これまでの水泳指導は、競泳の泳法指
導に終止する場合も多いようです。プール内だけを想
定した水泳から脱却し，Open Water すなわち海,河
川,湖など自然の中の水に対してのリスクマネージメ
ントを含めた視点を採り入れていく必要があります。」
4.2.7　 1970年代のヨーロッパ（ハンガリー，東ド

イツ，西ドイツ）の水泳事情
次に，40数年前の手書きの報告を基に当時のヨー

ロッパ水泳事情を振り返ってみたい（合屋，1975）。
ハンガリー（ブダペスト），東ドイツ（ライプツィヒ），
西ドイツ（フランクフルト）の水泳クラブ施設，指導
システムや内容やその社会的背景をインタビュー，調
査した。当時は東西ドイツがそれぞれ存在していた。
西ドイツは資本主義社会，東ドイツおよびハンガリー
は共産主義社会であった。

5．諸外国の共通する水泳指導内容のコンセプト

5.1　ハンガリー（ブダペスト）の水泳事情
簡潔に箇条書きにまとめると以下の通りである。

1）1974年訪問：社会主義国家，2）ブダペストの温
泉プール，3）建物中庭に温泉プール（サウナ），4）
屋外と屋内プールが水路で直結，5）リハビリで世界
的に有名，6）水泳の目的：競技と区別，楽しみ，7）
泳法指導：平泳ぎが最初＝系統性，8）深い所で溺れ
ないことを指導，9）指導者：資格更新～永久License，
10）水泳はスポーツの中でNo1，11）水球は国技，
12）スポーツ専門学校あり：競技養成

以上のように，多様な水泳･水中運動を身近に実施で

き，指導システムも目的に対応し，深い所で溺れない 
指導を行っている。

5.2　東ドイツ（ライプツィヒ）の水泳事情
当時は東西ドイツに分かれていた。社会主義国家の

東ドイツに入国するには緊張感を強いられたが，ライ
プツィヒの屋内プールは快適な環境であった。
要点は以下の通り。
1）市内9カ所に室内人民プール（全て1.8m×25m×
12.5m），2）学校のプールなし。3）しかし，全て室
内プールが完備されている。4）水泳指導：学校の先
生＋マスタートレーナー，5）7時～15時：学校の水
泳授業，6）初心者指導：深い所で：溺れない指導，7）
15時以降：一般有料開放，8）競技用屋内50mプール
1カ所，9）DSB（49種目の競技団体を統轄），10）
1950年ライプツィヒ体育大学創設，11）科学的基礎：
Meinel, Kの運動学（日本の体育・スポーツ界への影
響が現在も続いている）

5.3　西ドイツ（フランクフルト）の水泳事情
西ドイツの大都市の典型的なスポーツクラブを訪れ

たが，施設･設備が充実し，広大な敷地にサッカーコー
トが幾つもあり，Trimm Spiele（トリム運動）の施
策が行き届いている。
スポーツクラブの概要は以下の通り。
1）Offenbach Schwimm Club，2）1950年創立：川で
泳げなくなる，3）会員7000名，各種スポーツ部門，4）
水泳，水球が主流，5）会費制会員クラブ ，5）初心
者指導：深い所で溺れない指導，6）学校とスポーツ
クラブ，7）体育の授業；2hrs/week，学校開放せず，
8）ほとんどの子供がスポーツクラブ入会，9）目的：
健康第一，人間関係，10）Sport Clubは生活の一部・
社交の場， 11）Sport Ugentは学業・競技成績優秀者
を組織化（一般と競技を明確に区分け，育成・強化）
2）日本と西ドイツのスポーツ教育システムの違い

課外スポーツを含め，学校体育を中心とした日本の
教育，クラブ活動育成システムと異なり，ドイツでは
体育の授業は学校で，それ以外はすべて地域のスポー
ツクラブが受け皿となり，一般から競技レベルまでの
スポーツ活動をカバーするシステムが1974年には完
全に定着していた。日本のサッカー界が，Jリーグを
中心とした地域密着型スポーツクラブとして形を整え
たのが17年後の1991年であったことを思うとヨー
ロッパのスポーツの歴史の深さを思い知らされた気が
する（合屋，2015）。

5.4　共通する水泳指導システムと内容
西ドイツ，ハンガリー，東ドイツの水泳・水中スポー

ツのとらえ方とその指導システム･内容を概観してみ
ると，政治体制が違っても時代が変遷しても1）学校
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ではなくクラブ組織などで教える，2）初心者指導；
足のつかない深い所で泳ぎを教える，3）溺れないこと：
生活の中の一部，4）優先すべきことと，その方法が
全く同じである。これは，オランダ，ノルウェー，英
国，オーストラリア，ニュージーランド，米国などで
も同じである。特に，深い水深での溺れないためのノ
ウハウ，すなわち，溺れないことは生活の中の一部と
して重要なこととして今現在でもその認識が共通して
いる。

6．これからの水泳指導コンセプトと内容

初心者指導では呼吸法と相まって水中・水上に浮き，
または浮き続ける姿勢も重要である。鈴木（2015）は

「人体の構造や，子どもの心理と運動機能の関係など
と，泳ぎの本質—浮き—との双方から考えて，教材の
構成と指導をおこなうべきです」と指摘していること
からも理解できる。初歩的学習への導入時には，水中
での姿勢（伏し浮き・仰向け・垂直）と，浮き沈み（初
歩的な呼吸法を含む），の理解実践を経由しておく必
要がある（宮畑1988；合屋2014b）。（Stallman et al., 
2008）も下向き姿勢の泳ぎ（初歩のクロール，平泳ぎ）
および上向き姿勢の初歩的背泳ぎを並行して行わせる
ことの大切さを強調している。

表2に鈴木（1985）による小学生の水泳指導体系を
示した。最も特徴的なのは伏し浮きに続き，背面型の
泳ぎを教えることである。呼吸確保と手の簡単な動き
によって短時間で泳げるようになるのがその理由であ
る。小学校1年生から6年生まで心身の発育発達を考
慮し，安全で，楽しく，効果的な水泳指導を目指し，
その成果を上げている。また，だるま浮きの浮き沈み

（浮沈力）を繰り返して5分以上呼吸を続けることが
できれば，200m以上泳げるようになるとの報告もあ
る（鈴木，2015）。水中での運動は上下，左右，前後
の3方向であり，自在に動ける無重力游泳と言っても
過言ではない。従って，いずれの段階でも自由自在に
水上，水中を3次元方向に動き回る学習内容を提供す
べきであろう。

具体的には，合屋（2002；2008；2011；2014a；2018；
2020b）は，初歩的学習への導入時には，水中での姿
勢（伏し浮き・仰向け・垂直）と，浮き沈み（初歩的
な呼吸法を含む）の理解・実践を2人1組のバディで
行う必要性を指摘している。例えば，ボビングからラ
ヌー式浮標の実践例もバディを組ませ，25m泳げる程
度の大学生対象に，1回10分程度の練習×3回，すな
わち1回目：1分間実施，2回目：3分間実施，3回目：
5分間実施して参加学生の80 ～ 90%が1回も足をつか
ずに達成したと報告している（合屋，2012）。実際に
実施したラヌー式浮標の要領は以下の動画サイトに紹
介されている。例えば，手も足も使わないでその場で
浮くサバイバルフローティング「游泳ティーチングア
カデミー」サイト（online）にサバイバル応用編として，
上下方向と前方移動を組み合わせて浮きながら移動す
るサバイバル泳法で安全な場所まで確実に進む方法が
ある（online）。以上の動画はYou Tubeの「游泳ティー
チングアカデミー」サイト（online）の一部である。
なぜこのような動きや練習・泳法矯正をするのか？す
る必要があるのかを科学的な裏づけとエビデンスをも
とに水泳水中運動の技術内容，実施要領，手順等が聴
覚障害者にもわかるように編集されている。チャンネ
ル紹介Movie（online）とその他22本のこのMovieは
拙著「水泳水中運動のカラクリとその指導ー科学的エ
ビデンスにもとづくティーチングメソッドー」に紙媒
体（POD版）または電子書籍（Kindle版）の内容を
カバーしている（合屋，2018）。

7．学習要素＆系統性を考慮した国際的
スタンダードとしての水泳水中安全文化の提言

本論では生活の中の水泳水中運動の本来的な目的を
再考し，水泳指導の系統的な組み立ての再構築を1） 
学習指導要領にみられる基礎的指導内容とその時系列
変化，2）技術目標・到達目標が銘記された系統性に
関わる先行研究・著書の比較検討，3）諸外国の研究，
指導カリキュラム，報告書，実地調査，インタビュー
等を考察した結果，学際的な視野から水泳水中安全文
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表 2．小学生の水泳指導体系（鈴木勘三，1985）
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化のスタンダードを以下のように定義するものである。

1） 水泳は個人技能として扱われているが，安全確保，
効率的な学習のためには2人1組のバディ・システ
ムを適用すべきである。

2） 特に，水中でのリスクマネージメントに興味を持
たせ，学習者が2人1組で楽しく「教える」「教え
られる」関係性を持たせて授業を進めることを提
言する。

3） 水中でのうつ伏せ＆仰向け＆垂直姿勢と，それに
合わせた呼吸法を初歩的な技能段階から同時に並
行して導入する必要がある。

4） 『泳げること』よりも『溺れないこと』を最優先す
るための技能習得を上記3）と同時進行で行う系
統的指導の実施が問われている。

5） 水泳技能の習得がそれぞれ独立した水泳技術では
なく，習得前後の技能がお互いに関連しあって構
成されているかどうかの系統性，およびそれと連
動させた水中での自己保全能力を身につけること
が最重要である。
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